
告 示

�愛媛県告示第５３４号
土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第３条第１項の規定によ

り、次のとおり指定調査機関を指定した。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 主たる事務所の所在地及び名称

松山市堀江町７番地

三浦工業株式会社

２ 土壌汚染状況調査等を行う事業所の所在地及び名称

松山市北条辻８６４番地１

三浦工業株式会社環境事業本部

３ 指定年月日

令和２年４月１日

４ 指定番号

２０２０－３８０００－０００１

�愛媛県告示第５３５号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条の２の６第１項の規定に基づく産業廃棄

物処理施設の変更の許可の申請があったので、同条第２項において

準用する法第１５条第４項の規定に基づき、次のとおり告示する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令

第３５号）第１２条の９第１項の申請書及び法第１５条の２の６第２項に

おいて準用する法第１５条第３項の書類は、愛媛県県民環境部環境局

循環型社会推進課、八幡浜保健所及び西予市役所並びに大洲市役所

において告示の日から１月間公衆の縦覧に供する。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

平成産業有限会社

西予市宇和町�保１号７４３番地
代表取締役 池田 昌隆

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

西予市宇和町�保１号７２８番 外

発 行 愛 媛 県
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３ 産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第１４号のロに

規定する安定型最終処分場

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、ゴムくず、

金属くず、「ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改

築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず」（石

綿含有産業廃棄物を含む。）、がれき類（石綿含有産業廃棄物を

含む。）

５ 申請年月日

令和２年４月２８日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の変更に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課及び八幡浜保健所

�������
�愛媛県告示第５３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）から、指定訪問看護事業等を次の

ように廃止した旨の届出があった。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

真 成 堂 セ リ 薬 局 西条市大町７０３番地３ 令和２年３月１日

施術機関の氏名 施術機関の住所 指定年月日

古 田 隼 一 喜多郡内子町吉野川１９９９番地 令和２年３月８日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

真 成 堂 セ リ 薬 局 西条市大町７０３番地３ 令和２年２月２９日

篠 崎 歯 科 医 院 伊予郡砥部町高尾田７１５
番地２ 令和２年２月２９日

医療法人相和会高橋歯科 西条市氷見丙６１８ 令和２年２月２９日

篠 崎 歯 科 医 院 伊予郡砥部町高尾田７１５
番地２ 令和２年３月１日

い し づ ち 歯 科 医 院 西条市氷見丙４１２番地１ 令和２年３月１日

いわもと婦人科クリニック 西予市宇和町卯之町二丁
目２７５－２ 令和２年４月１日

医 療 機 関 （ 指 定 訪 問
看 護 事 業 者 等 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る指定訪問看護事業等を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

訪問看護げんきステーション 宇和島市三間町則１２９６番地 株式会社げんきステーション 宇和島市三間町則１２９６番地 令和２年１月２０日

愛 媛 県 報令和２年５月１５日 第１０５号

３７３
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�愛媛県告示第５４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社スエトップ 四国中央市中之庄町３９８－２
しのながビル５号 くりの木薬局 四国中央市中之庄町３９８－２

しのながビル５号 令和２年３月１日

有限会社 弘祐会 西条市丹原町寺尾甲３１番地２ グループホームこうゆう庵 西条市丹原町寺尾甲３１番地９ 令和２年３月１３日

株式会社アルファーマ薬局 伊予郡松前町筒井９４７番地４ アルファーマ薬局 伊予郡松前町筒井９４７番地４ 令和２年３月２６日

有限会社 和みの会 大洲市新谷乙９１７番地１ デイサービス大洲本町 大洲市大洲４５番地１ 令和２年４月３日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 弘祐会 西条市丹原町寺尾甲３１番地２ グループホームこうゆう庵 西条市丹原町寺尾甲３１番地９ 令和２年３月１３日

株式会社アルファーマ薬局 伊予郡松前町筒井９４７番地４ アルファーマ薬局 伊予郡松前町筒井９４７番地４ 令和２年３月２６日

有限会社 和みの会 大洲市新谷乙９１７番地１ デイサービス大洲本町 大洲市大洲４５番地１ 令和２年４月３日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケア・サポート太陽 南宇和郡愛南町御荘平城４５７８
番地１

ケア・サポート太陽指定訪問
介護事業所

南宇和郡愛南町御荘平城４５７８
番地１ 令和２年２月２９日

社会福祉法人宇和島市社会福
祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番１６
号

宇和島市社会福祉協議会三間
介護保険事業所 宇和島市三間町迫目１２６番地 令和２年３月３１日

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二
丁目９番地

ニチイケアセンターあけぼの
訪問看護ステーション 宇和島市寿町一丁目５番８号 令和２年３月３１日

有限会社アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２番１
号

ラポール訪問看護ステーショ
ン

宇和島市恵美須町一丁目４番
２３号 令和２年４月１日

愛 媛 県 報令和２年５月１５日 第１０５号

３７４
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�愛媛県告示第５４５号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、南予

地方局御荘土木事務所及び愛南町役場において告示の日から起算し

て３週間公衆の縦覧に供する。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

愛媛県

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村 時広

愛媛県松山市岩崎町一丁目７番７号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡愛南町福浦１８６７番から南宇和郡愛南町麦ヶ浦５番

までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から４５点までを順次直線で結んだ線及び４５点と１

点を結ぶ春分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．３０メートル 平成

３１年３月２１日現在）の陸と公有水面との接する線により囲ま

れた区域

基点（南宇和郡愛南町福浦１８６４番１地先 堤に設置された

金属鋲）は、北緯３２度５４分５７秒、東経１３２度３０分３０秒の地点

１点は、基点から真北１２４度０２分５０秒、２８．４８メートルの地

点

２点は、１点から真北５６度３２分４２秒、３．６７メートルの地点

３点は、２点から真北５４度２０分３３秒、６．１２メートルの地点

４点は、３点から真北５１度４７分４７秒、４．８３メートルの地点

５点は、４点から真北５０度２０分０９秒、４．８８メートルの地点

６点は、５点から真北４９度０７分４３秒、８．５１メートルの地点

７点は、６点から真北４８度１６分２０秒、７．０１メートルの地点

８点は、７点から真北４７度２２分４３秒、６．４７メートルの地点

�愛媛県告示第５４４号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（南予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

西宇和郡伊方町仁田之浜９８１

由 井 保 吉

西宇和郡伊方町豊之浦４８０

井 上 豊 和

西宇和郡伊方町湊浦３６－１

中 田 文 孝
伊 方 八幡浜漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和２年５月１５日から２９日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

南予地 方 局 管 内 の 加 入 区 南予地方局産業経済部八幡浜支局
水 産 課

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケア・サポート太陽 南宇和郡愛南町御荘平城４５７８
番地１

ケア・サポート太陽指定訪問
介護事業所

南宇和郡愛南町御荘平城４５７８
番地１ 令和２年２月２９日

社会福祉法人宇和島市社会福
祉協議会

宇和島市住吉町一丁目６番１６
号

宇和島市社会福祉協議会三間
介護保険事業所 宇和島市三間町迫目１２６番地 令和２年３月３１日

株式会社ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台二
丁目９番地

ニチイケアセンターあけぼの
訪問看護ステーション 宇和島市寿町一丁目５番８号 令和２年３月３１日

有限会社アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２番１
号

ラポール訪問看護ステーショ
ン

宇和島市恵美須町一丁目４番
２３号 令和２年４月１日

愛 媛 県 報令和２年５月１５日 第１０５号
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９点は、８点から真北４８度４６分４６秒、６．１９メートルの地点

１０点は、９点から真北５１度４８分４２秒、７．３８メートルの地点

１１点は、１０点から真北５６度０４分４７秒、６．０２メートルの地点

１２点は、１１点から真北６２度１９分４７秒、６．９７メートルの地点

１３点は、１２点から真北６８度０６分３５秒、７．０７メートルの地点

１４点は、１３点から真北７３度５５分２８秒、７．０７メートルの地点

１５点は、１４点から真北７９度１７分３０秒、５．９８メートルの地点

１６点は、１５点から真北８４度１２分５０秒、５．９８メートルの地点

１７点は、１６点から真北８９度１６分４６秒、６．３０メートルの地点

１８点は、１７点から真北９５度２８分２４秒、６．６７メートルの地点

１９点は、１８点から真北９９度５１分０３秒、７．３６メートルの地点

２０点は、１９点から真北１０２度３７分３５秒、５．１５メートルの地

点

２１点は、２０点から真北１０３度５５分０４秒、６．８７メートルの地

点

２２点は、２１点から真北１０３度０３分３７秒、１０．２０メートルの地

点

２３点は、２２点から真北１０３度０３分３９秒、１１．０５メートルの地

点

２４点は、２３点から真北１００度１６分４７秒、６．８１メートルの地

点

２５点は、２４点から真北９７度１７分２７秒、５．６４メートルの地点

２６点は、２５点から真北９１度５９分４７秒、６．２６メートルの地点

２７点は、２６点から真北８３度５０分００秒、４．８１メートルの地点

２８点は、２７点から真北８０度００分２７秒、５．３８メートルの地点

２９点は、２８点から真北７１度４６分４９秒、６．３０メートルの地点

３０点は、２９点から真北６６度２７分３３秒、５．６６メートルの地点

３１点は、３０点から真北６３度５６分０４秒、６．１９メートルの地点

３２点は、３１点から真北６１度１４分４５秒、１１．６９メートルの地

点

３３点は、３２点から真北６１度１４分４７秒、１１．１１メートルの地

点

３４点は、３３点から真北５９度２９分４９秒、７．０３メートルの地点

３５点は、３４点から真北６２度０７分４３秒、６．３４メートルの地点

３６点は、３５点から真北６７度１９分２０秒、７．６９メートルの地点

３７点は、３６点から真北７４度２９分１１秒、６．０４メートルの地点

３８点は、３７点から真北７８度１６分１９秒、８．７４メートルの地点

３９点は、３８点から真北７８度１５分０９秒、０．７８メートルの地点

４０点は、３９点から真北７８度１５分５９秒、５．１７メートルの地点

４１点は、４０点から真北９８度０７分１５秒、５．４５メートルの地点

４２点は、４１点から真北１００度４４分１０秒、７．７３メートルの地

点

４３点は、４２点から真北９９度０３分４３秒、２．４５メートルの地点

４４点は、４３点から真北７９度５４分３４秒、４．９５メートルの地点

４５点は、４４点から真北１６８度０６分４３秒、３．７４メートルの地

点

ウ 面積

２，１３２．０９平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡愛南町福浦１８６７番から南宇和郡愛南町麦ヶ浦５番

に接する県道及び南宇和郡愛南町福浦１８６７番から南宇和郡愛

南町麦ヶ浦５番までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から８１点までを順次直線で結んだ線及び８１点と１

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町福浦１８６４番１地先 堤に設置された

金属鋲）は、北緯３２度５４分５７秒、東経１３２度３０分３０秒の地点

１点は、基点から真北１２５度５４分４４秒、１９．７１メートルの地

点

２点は、１点から真北５０度００分４８秒、７．５１メートルの地点

３点は、２点から真北５２度４８分１５秒、１０．１８メートルの地

点

４点は、３点から真北４８度５７分３８秒、２０．０７メートルの地

点

５点は、４点から真北５０度５９分４６秒、２７．７６メートルの地

点

６点は、５点から真北６８度１４分１０秒、２３．７２メートルの地

点

７点は、６点から真北８４度２１分０６秒、２０．５５メートルの地

点

８点は、７点から真北９７度５０分２４秒、１５．３７メートルの地

点

９点は、８点から真北１０３度０３分４４秒、３３．３９メートルの地

点

１０点は、９点から真北９９度２５分４０秒、９．９１メートルの地点

１１点は、１０点から真北８９度２０分１３秒、１０．６２メートルの地

点

１２点は、１１点から真北７５度４３分０７秒、９．４６メートルの地点

１３点は、１２点から真北６４度３１分１５秒、１０．７４メートルの地

点

１４点は、１３点から真北３５度０４分２０秒、９．２４メートルの地点

１５点は、１４点から真北５２度３８分０９秒、１４．４２メートルの地

点

１６点は、１５点から真北７４度２３分４３秒、４３．３６メートルの地

点

１７点は、１６点から真北１９度４３分２３秒、５．９７メートルの地点

１８点は、１７点から真北１０４度３６分２１秒、２３．５１メートルの地

点

１９点は、１８点から真北１６５度２３分２７秒、１５．８６メートルの地

点

２０点は、１９点から真北１８９度０４分０３秒、１４．２５メートルの地

点

２１点は、２０点から真北２７３度５６分４１秒、７．０９メートルの地

点

２２点は、２１点から真北２７７度１９分２１秒、９．２３メートルの地

点

２３点は、２２点から真北２８２度１０分０２秒、１．７９メートルの地

点

２４点は、２３点から真北２７９度１６分０９秒、９．２９メートルの地

点

２５点は、２４点から真北２８０度３０分４２秒、０．４３メートルの地

点

２６点は、２５点から真北２７３度２６分３４秒、４．４４メートルの地

点

２７点は、２６点から真北２５７度２２分１９秒、２．８８メートルの地
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点

２８点は、２７点から真北２３５度５９分１０秒、６．２１メートルの地

点

２９点は、２８点から真北２３４度１２分２１秒、９．０６メートルの地

点

３０点は、２９点から真北２２６度２７分１６秒、６．７１メートルの地

点

３１点は、３０点から真北２２９度５３分１６秒、６．２９メートルの地

点

３２点は、３１点から真北２２７度４５分１３秒、７．９０メートルの地

点

３３点は、３２点から真北２４６度４０分５８秒、９．５６メートルの地

点

３４点は、３３点から真北１６５度０５分２０秒、１．５３メートルの地

点

３５点は、３４点から真北２５４度２３分１７秒、５．１３メートルの地

点

３６点は、３５点から真北２６２度４９分０２秒、４．８７メートルの地

点

３７点は、３６点から真北３４４度１１分５４秒、１．３１メートルの地

点

３８点は、３７点から真北２６３度３０分１７秒、９．３７メートルの地

点

３９点は、３８点から真北２６０度４０分５０秒、５．８２メートルの地

点

４０点は、３９点から真北２６６度４２分１８秒、８．９４メートルの地

点

４１点は、４０点から真北２７８度５３分２９秒、９．９７メートルの地

点

４２点は、４１点から真北２８４度４１分１４秒、１３．４７メートルの地

点

４３点は、４２点から真北２８４度０９分５７秒、８．０９メートルの地

点

４４点は、４３点から真北２８２度２８分５０秒、４．８４メートルの地

点

４５点は、４４点から真北２８２度４０分４１秒、１２．０３メートルの地

点

４６点は、４５点から真北２７９度１０分４５秒、６．０４メートルの地

点

４７点は、４６点から真北２７４度５４分５２秒、２．４８メートルの地

点

４８点は、４７点から真北２７７度０５分２２秒、３．２５メートルの地

点

４９点は、４８点から真北２７１度５１分２９秒、５．７９メートルの地

点

５０点は、４９点から真北２６９度５６分２７秒、７．８８メートルの地

点

５１点は、５０点から真北２５３度３３分５６秒、２．６８メートルの地

点

５２点は、５１点から真北２５５度１８分０７秒、９．１７メートルの地

点

５３点は、５２点から真北２６１度５８分４１秒、１．３９メートルの地

点

５４点は、５３点から真北２６０度５９分１１秒、７．０８メートルの地

点

５５点は、５４点から真北２５１度５６分３５秒、３．０２メートルの地

点

５６点は、５５点から真北２４５度４８分３０秒、２．２４メートルの地

点

５７点は、５６点から真北２３７度２１分４８秒、８．２２メートルの地

点

５８点は、５７点から真北２３４度０４分２２秒、４．７３メートルの地

点

５９点は、５８点から真北２２９度５６分１５秒、１２．２３メートルの地

点

６０点は、５９点から真北２２８度３７分４６秒、６．９６メートルの地

点

６１点は、６０点から真北２２７度４４分０９秒、１０．３７メートルの地

点

６２点は、６１点から真北２３４度１３分３９秒、１．９０メートルの地

点

６３点は、６２点から真北２２６度００分２１秒、５．６４メートルの地

点

６４点は、６３点から真北２２４度３４分５９秒、２．９９メートルの地

点

６５点は、６４点から真北２３０度４１分２４秒、２．５７メートルの地

点

６６点は、６５点から真北２３１度５２分２５秒、２．５７メートルの地

点

６７点は、６６点から真北２３５度２５分３０秒、２．９９メートルの地

点

６８点は、６７点から真北２４６度００分５３秒、４．２５メートルの地

点

６９点は、６８点から真北２７３度１２分５８秒、０．５８メートルの地

点

７０点は、６９点から真北２４０度４５分１９秒、１．０１メートルの地

点

７１点は、７０点から真北２４７度１７分５８秒、５．０５メートルの地

点

７２点は、７１点から真北２４９度１７分１３秒、６．９２メートルの地

点

７３点は、７２点から真北２４３度０７分２６秒、０．９０メートルの地

点

７４点は、７３点から真北２４５度５７分１４秒、３．４６メートルの地

点

７５点は、７４点から真北３４３度５９分４８秒、３．７０メートルの地

点

７６点は、７５点から真北３５５度４７分３９秒、３．９９メートルの地

点

７７点は、７６点から真北３５２度５３分２６秒、３．０８メートルの地

点

７８点は、７７点から真北６６度２５分０９秒、３．５５メートルの地点

７９点は、７８点から真北６４度１６分２３秒、３．５０メートルの地点

８０点は、７９点から真北６１度４４分５６秒、４．８５メートルの地点

８１点は、８０点から真北５７度００分５２秒、４．２９メートルの地点

ウ 面積
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６，８８５．７４平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 １，８２３．９１平方メートル

漁港施設用地（護岸） ３０８．１８平方メートル

４ 出願年月日

令和２年４月８日

�������
�愛媛県告示第５４６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和２年５月１１日から

９月３０日まで

３ 作業地域 愛媛県新居浜市地内

�������
�愛媛県告示第５４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市保免土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和２年５月１５日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市余戸土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和２年５月１５日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

就 任

退 任

�愛媛県告示第５４７号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

随意契約に係る物品等又
は特定役務の名称及び数
量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

えひめ電子入札共同システ
ム保守管理業務

愛媛県出納局会計課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和２年４月１日
富士通株式会社松山支店
支店長 高山 直也
愛媛県松山市永代町１３番
地

５０，１３８，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 市 茂 利 松山市保免中３丁目３番４５号

〃 竹 田 � 洋 松山市保免上２丁目１０番１０号

〃 武 市 和 清 松山市保免中１丁目２番１２号

〃 西 原 俊 一 松山市保免中２丁目３番１１号

〃 関 家 洋 二 松山市保免西２丁目４番６号

〃 羽 藤 温 志 松山市保免中１丁目９番８号

〃 竹 田 佳 彦 松山市保免中２丁目８番３０号

〃 黒 河 省 三 松山市保免西１丁目１番３７号

監 事 田 村 正 武 松山市保免上２丁目７番３５号

〃 関 家 雄 一 松山市保免西２丁目４番４３号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 市 茂 利 松山市保免中３丁目３番４５号

〃 武 市 貢 松山市保免中２丁目１０番１号

〃 黒 河 省 三 松山市保免西１丁目１番３７号

〃 関 家 洋 二 松山市保免西２丁目４番６号

〃 西 原 俊 一 松山市保免中２丁目３番１１号

〃 竹 田 � 洋 松山市保免上２丁目１０番１０号

〃 武 市 和 清 松山市保免中１丁目２番１２号

監 事 田 村 正 武 松山市保免上２丁目７番３５号

〃 関 家 雄 一 松山市保免西２丁目４番４３号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 岡 武 司 松山市余戸南６丁目４番２１号

〃 兼 � 芳 雄 松山市余戸東４丁目７番２７号

〃 玉 井 洋 一 松山市余戸東１丁目１２番３４号

〃 好 永 英 則 松山市余戸南４丁目２番２３号

〃 出 元 勇 松山市余戸南２丁目２４番４８号

〃 玉 井 泰 廣 松山市余戸中４丁目６番２０号

〃 川 口 俊 一 松山市余戸中３丁目３番７号

〃 本 田 精 志 松山市余戸東３丁目８番３０号

〃 森 俊 一 松山市余戸中５丁目１番３号

〃 森 賢一郎 松山市余戸中２丁目１５番８号

〃 五十崎 長 松山市余戸中３丁目５番２７号

〃 武 市 均 松山市余戸南４丁目８番３号

〃 池 田 佳 憲 松山市余戸西５丁目４番３号

監 事 池 田 功 松山市余戸西５丁目４番２８号

〃 玉 井 敏 雄 松山市余戸中５丁目１番１３号

〃 竹 内 幹 人 松山市余戸南３丁目５番４号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 岡 武 司 松山市余戸南６丁目４番２１号

〃 兼 � 芳 雄 松山市余戸東４丁目７番２７号

〃 兼 � 良 二 松山市余戸東１丁目８番２５号

愛 媛 県 報令和２年５月１５日 第１０５号
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公 告

�������
�愛媛県告示第５５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西予市明浜町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年５月１５日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和２年５月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

てんとう虫のモノレール本体（１５台）修繕事業

� 委託業務名

えひめこどもの城に設置されているてんとう虫のモノレール

本体の修繕

� 委託業務の内容等

入札説明書、設計書及び仕様書による。

� 委託期間

契約締結日～令和３年３月３１日（水）

� 委託業務の履行場所

えひめこどもの城（愛媛県松山市西野町乙１０８番地１ ほか）

� 入札方法

ア この入札は、紙入札により行う。

イ 入札回数は３回とする。

ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間にな

い者であること。

� 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続

開始の申立て又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定

による更生手続開始の申立てがなされていないこと（民事再生

法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定による更生

計画認可の決定を受けている者を除く。）。

� 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係が

ない者であること。

� 暴力団又は暴力団員の統制下にある者ではないこと。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課 担当 細川

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 ０８９―９１２―２４１３

ＦＡＸ番号 ０８９―９１２―２４０９

電子メール kosodate@pref.ehime.lg.jp

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページでのダウンロード又は上記�の場所での
手渡しにより交付する。

なお、手渡しの場合は、土曜、日曜及び祝日を除く日の午前

８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの間を

除く）とする。

� 開札の日時及び場所

令和２年６月２５日（木）午後２時

愛媛県庁第二別館５階入札室

４ その他

� 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３７条第３

号の規定に基づき免除する。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格を有

することの確認を受けるため、入札説明書等に基づき、次の期

限までに必要な書類を提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関して説明を求められた場

合は、これに応じなければならない。

提出期限：令和２年６月２４日（水）午後５時

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札に求

められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効と

する。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した事業を実施できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。

〃 好 永 英 則 松山市余戸南４丁目２番２３号

〃 出 元 勇 松山市余戸南２丁目２４番４８号

〃 玉 井 泰 廣 松山市余戸中４丁目６番２０号

〃 郷 田 眞 美 松山市余戸西１丁目６番１４号

〃 本 田 精 志 松山市余戸東３丁目８番３０号

〃 森 俊 一 松山市余戸中５丁目１番３号

〃 森 賢一郎 松山市余戸中２丁目１５番８号

〃 五十崎 長 松山市余戸中３丁目５番２７号

〃 武 市 均 松山市余戸南４丁目８番３号

〃 池 田 佳 憲 松山市余戸西５丁目４番３号

監 事 池 田 功 松山市余戸西５丁目４番２８号

〃 玉 井 敏 雄 松山市余戸中５丁目１番１３号

愛 媛 県 報令和２年５月１５日 第１０５号
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人事委員会告示

� その他

詳細は入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the services to be rendered：Ladybug

Monorail in Ehime Children’s Playground repair services

� Time limit of tender：０１：５９ p．m．，２５ June２０２０

� For further information，please contact：Child Care Support

Planning Group，Child Care Support Division，Lifelong

Support Promotion Subdepartment，Health and Welfare

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２４１３

�愛媛県人事委員会告示第１号
愛媛県個人情報保護条例第２９条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１７年４月愛媛県人事委員会告

示第４号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和２年５月１５日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

口頭による開示請求をすることが

できる個人情報の内容

口頭による

開示請求を

することが

できる期間

口頭による

開示請求を

することが

できる場所

口頭による開示請求をすることが

できる個人情報の内容

口頭による

開示請求を

することが

できる期間

口頭による

開示請求を

することが

できる場所

試験の

名称
開示する内容

試験の

名称
開示する内容

職員採

用候補

者（初

級）試

験

第１次試験不合格者に係

る試験種目別得点、合計

得点、順位及び一定の基

準に達しない試験種目名

省略 省略 職員採

用候補

者（初

級）試

験

第１次試験不合格者に係

る得点

、順位及び一定の基

準に達しない場合は、そ

の旨

省略 省略

第２次試験受験者に係る

第１次試験の試験種目別

得点、合計得点及び順位

並びに第２次試験の試験

種目別得点、総合得点、

総合順位並びに一定の基

準に達しない試験種目名

及び検査種目名

省略 第２次試験受験者に係る

第１次試験の得点

及び順位

並びに第２次試験の試験

種目別得点、総合得点、

総合順位並びに一定の基

準に達しない試験種目名

及び検査種目名

省略

職員採

用候補

者（上

級）試

験

第１次試験不合格者に係

る試験種目別得点、検査

種目得点、合計得点、順

位並びに一定の基準に達

しない試験種目名及び検

査種目名

省略 省略 職員採

用候補

者（上

級）試

験

第１次試験不合格者に係

る試験種目別得点

、合計得点、順

位及び 一定の基準に達

しない試験種目名

省略 省略

第２次試験受験者に係る

第１次試験の試験種目別

得点、検査種目得点、合

計得点及び順位並びに第

２次試験の試験種目別得

点、総合得点、総合順位

並びに一定の基準に達し

ない試験種目名及び検査

種目名

省略 第２次試験受験者に係る

第１次試験の試験種目別

得点 、合

計得点及び順位並びに第

２次試験の試験種目別得

点、総合得点、総合順位

並びに一定の基準に達し

ない試験種目名及び検査

種目名

省略

職員採 省略 省略 職員採 省略 省略

愛 媛 県 報令和２年５月１５日 第１０５号
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人事委員会公告

�愛媛県人事委員会公告第３号
令和２年度愛媛県職員採用候補者（上級）試験公告

令和２年５月１５日

愛媛県人事委員会

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁内 電話（０８９）９１２－２８２６�
�
�
�
��

試験当日用緊急連絡先 ０８０－７０３９－１１８９ ※試験当日のみ通話可能

�
�
�
�
��愛媛県職員採用情報ホームページ https://www.pref.ehime.jp/employment/

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

なお、申込み後の試験区分の変更はできません。

� 事務職

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

行 政 事 務 Ａ ７０人程度 知事部局、公営企業管理局等の本庁又は地方機関に勤務し、一般行政事務に従事します。

用候補

者（民

間企業

等経験

者）試

験

行政事務の試験区分にあ

っては第２次試験不合格

者に係る第１次試験の得

点及び順位並びに第２次

試験の試験種目別得点、

合計得点及び順位並びに

一定の基準に達しない試

験種目名及び検査種目

名、総合土木及び林業の

試験区分にあっては第２

次試験受験者に係る第１

次試験の得点及び順位並

びに第２次試験の得点、

順位並びに一定の基準に

達しない試験種目名及び

検査種目名

省略 用候補

者（民

間企業

等経験

者）試

験

第２次試験不合格

者に係る第１次試験の得

点及び順位並びに第２次

試験の試験種目別得点、

合計得点及び順位並びに

一定の基準に達しない試

験種目名及び検査種目

名

省略

省略 省略

省略 省略

職員採

用候補

者（資

格免許

職）試

験

第１次試験不合格者に係

る得点

、順位及び一定の基

準に達しない場合は、そ

の旨

省略 省略 職員採

用候補

者（資

格免許

職）試

験

第１次試験不合格者に係

る試験種目別得点、合計

得点、順位及び一定の基

準に達しない試験種目名

省略 省略

第２次試験受験者に係る

第１次試験の得点

及び順位

並びに第２次試験の試験

種目別得点、総合得点、

総合順位並びに一定の基

準に達しない試験種目名

及び検査種目名

省略 第２次試験受験者に係る

第１次試験の試験種目別

得点、合計得点及び順位

並びに第２次試験の試験

種目別得点、総合得点、

総合順位並びに一定の基

準に達しない試験種目名

及び検査種目名

省略

省略 省略

愛 媛 県 報令和２年５月１５日 第１０５号
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行 政 事 務

（ 情 報 ）
３人程度

知事部局、公営企業管理局等の本庁又は地方機関に勤務し、その専門的知識を生かして一般行政事務に従事しま

す。

学 校 事 務 ２２人程度
教育委員会事務局の本庁若しくは地方機関、県立学校又は公立小・中学校に勤務し、学校等に関する事務に従事

します。

警 察 事 務 ８人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

警 察 事 務

（ 情 報 ）
１人程度 警察本部又は警察署に勤務し、その専門的知識を生かして警察事務に従事します。

� 技術職

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

総 合 土 木 ２５人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、道路、河川、砂防、港湾、都市計画、土地改良、農

村環境基盤整備等に関する計画、設計、施工監理等の業務に従事します。

建 築 ４人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、建築・住宅等に関する計画、指導、建築設計、施工監理等の業務に従事

します。

農 業 １６人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、農業の振興、農業技術・農業経営の普及指導、農産物のブランド化・販

売促進、農業に関する試験研究等の業務に従事します。

畜 産 １人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、畜産の振興、畜産物のブランド化・販売促進、家畜の改良増殖、畜産に

関する試験研究等の業務に従事します。

林 業 ４人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、林業の振興、林業技術・林業経営の普及指導、林産物のブランド化・販

売促進、森林整備の推進、治山林道事業、林業に関する試験研究等の業務に従事します。

水 産 ３人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、水産業の振興、水産技術・水産経営の普及指導、水産物のブランド化・

販売促進、水産に関する試験研究等の業務に従事します。

電 気 ・ 電 子 １人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、発電施設等の県有施設の設計・施工・維持管理、情

報通信等に関する試験研究等の業務に従事します。

化 学 ４人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、公害防止、原子力安全対策、工業技術・環境に関する試験研究等の業務

に従事します。

機 械 １人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、機械工作技術の開発、機械装置の設計、精密測定技術等に関する試験研

究等の業務に従事します。

薬 剤 師 １３人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、薬事・医薬品製造・食品衛生等に関する指導、医薬

品の調剤・製剤、衛生・環境に関する試験研究等の業務に従事します。

福 祉 ６人程度
知事部局の本庁又は福祉総合支援センター、えひめ学園、子ども療育センター等の地方機関に勤務し、相談、指

導等児童福祉司としての業務や入所児の自立支援業務等の福祉関係業務に従事します。

心 理 ２人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は福祉総合支援センター等の地方機関に勤務し、児童、保護者等や障がい

者に対するカウンセリング、心理療法、判定、相談、指導等の業務に従事します。

保 健 師 ５人程度 知事部局の本庁又は保健所等の地方機関に勤務し、地域保健福祉に関する業務に従事します。

管 理 栄 養 士 １人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、専門的な栄養指導、特定給食施設への指導、病院の

栄養管理・指導等の業務に従事します。

２ 受験資格

� 次のいずれかに該当する者

ア 昭和６１年４月２日から平成１１年４月１日（保健師については、平成１２年４月１日）までに生まれた者

イ 平成１１年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）若しくはこれと同等

と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を令和３年３月末日までに卒業する見込みの者

� 日本の国籍を有する者（保健師は除く。）

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 薬剤師、福祉、心理、保健師及び管理栄養士については、次に該当する者

試 験 区 分 受 験 資 格

薬 剤 師 薬剤師の免許を有する者又は令和３年５月末日までにこの免許を取得する見込みの者

福 祉 児童福祉司かつ児童自立支援専門員の資格を有する者又は令和３年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

心 理
学校教育法による大学（短期大学を除く。）において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者（令

和３年３月末日までに卒業する見込みの者を含む。）又はこれに準ずる資格を有すると人事委員会が認める者
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保 健 師 保健師の免許を有する者又は令和３年４月末日までにこの免許を取得する見込みの者

管 理 栄 養 士 管理栄養士の免許を有する者又は令和３年６月末日までにこの免許を取得する見込みの者

※ 令和２年度愛媛県職員採用候補者（上級）［行政事務Ｂ］試験に申込みをされた方は、本試験に申込みをすることはできません。

※ 本試験と令和２年度愛媛県職員採用候補者（民間企業等経験者）試験との併願はできません。

３ 試験の日時、受験地、試験会場

区 分 日 時 受験地 試 験 会 場 試験区分

第 １ 次 試 験

令和２年６月２８日（日曜日）

�事務職

受付開始 午前８時

着 席 午前９時

試 験 午前９時～午後３時３０分

�技術職

受付開始 正午

着 席 午後１時

試 験 午後１時～午後３時３０分

松山

いずれかを受験票で指定します。

・松山南高等学校

（松山市末広町１１番地１）

・済美高等学校

（松山市湊町七丁目９番地１）

・愛媛県庁

（松山市一番町四丁目４番地２）

全 試 験 区 分

東京
中央大学 後楽園キャンパス ５号館（理工学部）

（東京都文京区春日一丁目１３番２７号）
全 試 験 区 分

大阪
大阪科学技術センター

（大阪府大阪市西区靭本町一丁目８番４号）
全 試 験 区 分

※ 受付時間（午前８時～午前８時４５分又は正午～午後０時４５分）に遅刻した場合は受験できません。

※ 受験地は松山、東京、大阪の中から順位付けして申し込んでください。東京、大阪を第１希望とした場合、各受験地の申込者数の状況によって、第

２希望以下の受験地を指定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受験地が松山の方は、試験会場を受験票で指定します。

第 ２ 次 試 験
７月中旬から８月上旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。

４ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目
配点

試 験 の 内 容
事務職 技術職

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 － 大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間３０分）

専 門 試 験 ４０点 ９０点
各試験区分に応じて大学卒業程度の専門的知識及び技能について、筆記試験を行います。（択一式４０題、解答

時間２時間）
なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ２９０点 ２９０点 人物について総合的に評定するため、個別面接及び集団討論を行います。

作 文 試 験 ５０点 ５０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

� 第１次試験合格者は、各試験種目の合計得点の高い順に決定します。ただし、各試験種目のうち、一定の基準に達しない種目がある

場合には、合計得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験・検

査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある場合には、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養及び専門試験の例題と前年度に出題した集団討論及び作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームペー

ジ」という。）に掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。
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５ 合格発表

時 期 方 法

第１次試験合格発表 ７月上旬

合格者の受験番号をホームページに掲載します。

第２次試験合格発表 ８月中旬

※ 第１次試験の合格発表日は、第１次試験当日にお知らせします。

６ 受験申込み

� 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験等申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指

示に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

令和２年５月１８日（月）午前８時３０分から６月５日（金）午後５時１５分まで

※ 原則、郵送や持参による申込みは受け付けできませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合

には、５月２９日（金）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続き

に必要ですので、必ず控えておいてください。）。

� 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます（原則、電話で愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。）。

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等の

ためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行っ

てください。）。

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

７ 受験票の交付

� 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。６月１９日（金）までに

電子メールが届かない場合には、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

� 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して第１次試験受験の際に必ず持

参してください。

８ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載

されます。

この名簿は、原則として、令和３年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等）がそれぞれ選考を行い、決

定します。したがって、名簿に記載された者が全て採用されるとは限りません。

� 薬剤師、福祉、心理、保健師及び管理栄養士については、所定の時期までに免許又は資格を取得しなかった場合は、採用されません。

� 日本の国籍を有しない者については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職以外の職に任用されます。

９ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、このほか該当

者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

行政事務Ａ、行政事務（情報）、学校事務、警察事務、警察事務
（情報）、総合土木、建築、農業、畜産、林業、水産、電気・電
子、化学、機械、福祉、心理

行政職給料表１級２９号給 １８９，６４３円

薬剤師

４年制課程卒業 医療職給料表�２級５号給 １９５，６７３円

６年制課程卒業 医療職給料表�２級１９号給 ２１７，８８４円
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保健師 医療職給料表�２級１５号給 ２１９，１９０円

管理栄養士 医療職給料表�２級５号給 １９５，６７３円

※ 学歴や職歴などに応じて、一定の基準により加算される場合があります。

１０ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができますが、今年度は、新型コロナウイルス感染症等拡大防止の観点から、口頭による開示請求に代えて、郵送により開

示を請求された方のみ受け付けます。

開示を請求する場合は、試験成績開示請求書に必要事項を記入のうえ、受験票と返信用封筒（定型、縦１４㎝～２３．５㎝×横９㎝～１２㎝）

を同封して、愛媛県人事委員会事務局宛に郵送してください。

※ 返信用封筒には必ず宛先を明記し、返信用切手４０４円（簡易書留相当分）を貼ってください。

※ 試験成績開示請求書及び受験票は、システムのマイページにログインし、ダウンロードして印刷したものを同封してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 請求受付期間 開示方法

第１次試験不合格者
第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない試

験種目がある場合は、順位に代えて当該試験種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 郵送により開示を

請求

第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、

総合得点及び総合順位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験・検査種目

がある場合は、総合順位に代えて当該試験・検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

１１ その他

心身の機能の障がいにより、受験時に配慮を必要とする場合は、受付期間内に愛媛県人事委員会事務局へ申し出てください。ただし、

内容によってはお応えできないことがあります。

台風などの自然災害等により、やむを得ず試験の日程・開始時刻を変更することがあります。

また、一部の会場で変更の措置があった場合、すべての会場で同様の措置をとる場合があります。変更がある場合は、システム及び受験申込受付締

切時に登録されたアドレス宛のメールにてお知らせします。

別表（４関係）

専 門 試 験 の 出 題 分 野

試 験 区 分 出 題 分 野

行 政 事 務 Ａ
学 校 事 務
警 察 事 務

政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、経営学、財政学、社会政策、国際関係

行政事務（情報）
警察事務（情報）

政治学、行政学、憲法、行政法、民法、経済学、数学・物理、電子工学、情報・通信工学、情報処理論、コンピューターネットワー

ク

総 合 土 木
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、農業水利・土地改良・農村環境整備、農業土木構造物、材

料・施工

建 築 数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画、都市計画、建築設備、建築施工

農 業 栽培学汎論、作物学、園芸学、育種遺伝学、植物病理学、昆虫学、土壌肥料学、植物生理学、畜産一般、農業経済一般

畜 産 家畜育種学、家畜繁殖学、家畜生理学、家畜飼養学、家畜栄養学、飼料学、家畜管理学、畜産物利用学、畜産経営一般

林 業 森林政策・森林経営学、造林学（森林生態学、森林保護学を含む）、林業工学、林産一般、砂防工学

水 産 水産事情・水産経済・水産法規、水産環境科学、水産生物学、水産資源学、漁業学、増養殖学、水産化学、水産利用学

電 気 ・ 電 子 数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工学、電子工学、情報・通信工学

化 学 数学・物理、物理化学、分析化学、無機化学・無機工業化学、有機化学・有機工業化学、化学工学

機 械 数学・物理、材料力学、流体力学、熱力学、電気工学、機械力学・制御、機械設計、機械材料、機械工作

愛 媛 県 報令和２年５月１５日 第１０５号

３８５



��������������

薬 剤 師 物理・化学・生物、衛生、薬理、薬剤、病態・薬物治療、法規・制度、実務

福 祉 社会福祉概論（社会保障を含む）、社会学概論、心理学概論（社会心理学を含む）、社会調査

心 理
一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む）、応用心理学（教育心理学、産業心理学、臨床心理学）、調査・研究法、

統計学

保 健 師 公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論

管 理 栄 養 士
社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康、基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公

衆栄養学、給食経営管理論

�愛媛県人事委員会公告第４号
令和２年度愛媛県職員採用候補者（民間企業等経験者）試験公告

令和２年５月１５日

愛媛県人事委員会

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁内�
�
�
�
��

試験当日用緊急連絡先 ０８０－７０３９－１１８９ ※試験当日のみ通話可能

�
�
�
�
��愛媛県職員採用情報ホームページ https://www.pref.ehime.jp/employment/

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試 験 区 分 採用予定人員 職 務 内 容

行 政 事 務 ５人程度 知事部局、公営企業管理局等の本庁又は地方機関に勤務し、一般行政事務に従事します。

総 合 土 木 ４人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、道路、河川、砂防、港湾、都市計画、土地改良、農

村環境基盤整備等に関する計画、設計、施工監理等の業務に従事します。

林 業 １人程度
知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、林業の振興、林業技術・林業経営の普及指導、林産物のブランド化・販

売促進、森林整備の推進、治山林道事業、林業に関する試験研究等の業務に従事します。

２ 受験資格

次の全ての要件を満たす者が受験できます。

� 昭和５６年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 職務経験については、次に該当する者

試 験 区 分 受 験 資 格

行 政 事 務 民間企業等における職務経験を５年以上（令和２年５月末日現在）有する者

総 合 土 木

林 業
愛媛県外に本社を置く民間企業等における職務経験を５年以上（令和２年５月末日現在）有する者

なお、職務経験に係る留意事項は、次のとおりです。

ア 「民間企業等における職務経験」には、会社員、団体職員、公務員、自営業者等として、一つの企業又は団体等で１年以上継続し

て就業（１週間当たりの所定労働時間が３０時間以上のものに限る。）していた期間が該当します。

イ 職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一つの職務

経験のみ通算することができます。

ウ 雇用契約の期間が１年未満の場合であっても、継続して就業した後に雇用期間が更新され、同一の職務に継続して従事した場合で

あって、更新前後の就業期間を合算して１年以上となる場合は、その期間を通算することができます。

エ 休暇・休業・休職等のため、連続して１か月を超えて職務に従事していない期間（産前産後休暇を除く。）は、職務経験に通算す

ることができません。

オ 職務経験は、月単位で算定します。従事期間が１月未満の月については、１５日以上は１月として計算し、１４日以下は切り捨てるこ

ととします。

カ 愛媛県の職員（警察官や教員のほか、任期付職員、臨時職員等を含む。）であった期間は、職務経験に含めることはできません。

キ 独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）が実施する国際貢献活動（青年海外協力隊等）は、１年以上継続して活動に従事した場合

に限り、職務経験に含めることができます。
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※ 本試験と令和２年度愛媛県職員採用候補者（上級）［行政事務Ｂ］試験及び令和２年度愛媛県職員採用候補者（上級）試験との

併願はできません。

３ 試験日程、試験会場及び合格発表

� 行政事務

区 分 試 験 日 試験会場 合格発表 備 考

第１次試験 － － ７月２９日（水） 第１次試験は書類選考です。

第２次試験 ８月２１日（金）～２３日（日） 愛媛県庁 ９月上旬 詳細は、第１次試験合格者に通知します。

第３次試験 ９月２２日（火・祝） 愛媛県庁 １０月上旬 詳細は、第２次試験合格者に通知します。

� 総合土木、林業

区 分 試 験 日 試験会場 合格発表 備 考

第１次試験 － － ７月２９日（水） 第１次試験は書類選考です。

第２次試験

第
１
試
験
日

８月２１日（金） 愛媛県庁

９月中旬

詳細は、第１次試験合格者に通知します。

試験会場は、いずれかの会場を希望することができます。

第１試験日の県外指定会場は、全国７都市（東京、大阪、

名古屋、札幌、仙台、福岡、広島）に開設する予定です。

７月下旬～８月中旬の指定期間

内に受験者が選択する日
県外指定会場

第
２
試
験
日

８月２９日（土） 愛媛県庁

８月３０日（日）
都道府県会館

（東京）

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲載します。

４ 試験の方法等

� 第１次試験（エントリーシート）について

ア エントリーシートは、ホームページに掲載された所定の様式（Excel形式）をダウンロードし、必要事項を入力の上、受験申込み

時にインターネットにより提出（「愛媛県採用試験受験等申込システム」（以下「システム」という。）から入力済みの電子ファイ

ルをアップロード）してください（一旦提出されたエントリーシートの内容変更や差し替えは、一切認めません。）。

イ 提出されたエントリーシートが次のいずれかに該当する場合は、採点を行わず、不合格とします。

� 記載内容に虚偽又は不正があると認めた場合

� 所定の様式又はファイル形式以外（愛媛県人事委員会事務局のパソコンで正常にファイルを展開できない場合を含む。）の場合

ウ 第１次試験の合格者は、エントリーシートの得点の高い順に決定します。ただし、一定の基準に達しない場合には、得点にかかわ

らず不合格となります。

エ エントリーシートは、第２次試験以降の試験においても、参考資料として使用します。

� 行政事務

試験は、第１次試験、第２次試験及び第３次試験とし、次のとおり行います。

区 分 試験・検査種目 配 点 試 験 の 内 容

第１次試験 エントリーシートによる書類選考 １００点
民間企業等における経験・実績や県行政に対する意欲等について、受験申込み時に

提出されたエントリーシートにより審査します。

第２次試験

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 試 験 １５０点

はじめに受験者から民間企業等における経験・実績や県行政に対する意欲等につい

て、プレゼンテーション（１０分間程度）をしていただき、その内容を踏まえた個別面

接を行います。

論 文 試 験 ５０点
課題の理解力、思考力、文章表現力等について、筆記試験を行います（課題１題、

解答時間１時間３０分）。

適 性 ・ 基 礎 能 力 検 査 － 職務遂行に必要な適性等について、検査を行います。

第３次試験 口 述 試 験 ２４０点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

ア 第２次試験のプレゼンテーション試験では、各受験者に資料を使って説明していただきます。

資料は、Ａ４サイズの用紙２枚以内（片面印刷）で作成の上、プレゼンテーション試験の当日、１０部持参してください。
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イ 第２次試験の合格者は、プレゼンテーション試験と論文試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験・検

査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある場合には、合計得点にかかわらず不合格となります。

ウ 最終合格者は、第３次試験（口述試験）の得点の高い順に決定します。ただし、一定の基準に達しない場合には、得点にかかわら

ず不合格となります。

エ 前年度に出題した論文試験の課題をホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 総合土木、林業

試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

区 分 試験・検査種目 配 点 試 験 の 内 容

第１次試験 エントリーシートによる書類選考 １００点
民間企業等における経験・実績や県行政に対する意欲等について、受験申込み時に

提出されたエントリーシートにより審査します。

第２次試験

適 性 ・ 基 礎 能 力 検 査 － 職務遂行に必要な適性等について、検査を行います。

口 述 試 験 ２４０点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

最終合格者は、第２次試験（口述試験）の得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の試験・検査種目のうち、一定の基準に

達しない種目がある場合には、得点にかかわらず不合格となります。

５ 受験申込み

� 受験の申込みは、ホームページからシステムにアクセスし、画面の指示に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信して

ください（郵送や持参による申込みは受け付けません。）。

なお、受付期間は次のとおりです。

令和２年６月３日（水）午前８時３０分から６月２２日（月）午後５時１５分まで

� 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください（ＩＤ番号とパスワードは受験番号の確認等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）。

� 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

� 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます（原則、電話で愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。）。

� 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等の

ためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行っ

てください。）。

なお、使用される機器や通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切責任を負いません。

６ 受験番号の通知及び受験票の交付

� 受験番号は、受験申込受付締切後にお知らせします（登録されたメールアドレス宛に「受験番号のお知らせ」の電子メールを送信し

ますので、システムのマイページにログインして自分の受験番号を確認してください。なお、７月８日（水）までに電子メールが届か

ない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。）。

� 受験票は、第１次試験合格者のみ出力することができます。第１次試験に合格された方には、合格発表後、「受験票交付のお知らせ」

の電子メールを送信しますので、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してください。

� 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、受験者本人が署名して第２次試験受験の際に必ず持

参してください。

７ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載されます。

この名簿は、原則として、行政事務は令和３年４月以降、総合土木及び林業は令和２年１０月以降の採用に対するもので、その有効期

間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）から１年間です。

� 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（知事等）が選考を行い、決定します。したがって、名簿に記載された者が全て採

用されるとは限りません。

� 最終合格者には、職務経験の確認のため職歴証明書（本人以外の第三者が作成したものに限る。）の提出を求めます。それにより受

験資格を満たしていることが確認できない場合、又は職歴証明書が提出されない場合は、採用されません。

８ 給与

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定に基づき、採用前の経歴に応じて決定されます。

例えば、採用時の年齢が３０歳で、大学卒業後民間企業等における職務経験が８年の場合、月額２４０，０００円程度です（あくまで例であり、
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職務経験の内容等により金額は異なります。）。

このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

９ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができますが、今年度は新型コロナウイルス感染症等拡大防止の観点から、口頭による開示請求に代えて郵送により開示を

請求された方のみ受け付けます。

開示を請求する場合は、試験成績開示請求書に必要事項を記入のうえ、受験票と返信用封筒（定型、縦１４㎝～２３．５㎝×横９㎝～１２㎝）

を同封して、愛媛県人事委員会事務局宛に郵送してください。

※ 返信用封筒には必ず宛先を明記し、返信用切手４０４円（簡易書留相当分）を貼ってください。

※ 試験成績開示請求書及び受験票は、システムのマイページにログインし、ダウンロードして印刷したものを同封してください。

� 行政事務

開示請求できる人 開 示 内 容 請求受付期間 開示方法

第１次試験不合格者 第１次試験の得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない場合は、その旨）

第１次試験

合格発表の日

から１月間

第２次試験不合格者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位

（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験・検査種目がある場合は、順位に

代えて当該試験・検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

郵送により開示を

請求

第３次試験受験者

第１次試験の得点及び順位、第２次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並び

に第３次試験の得点及び順位（ただし、第３次試験で一定の基準に達しない試験種目

がある場合は、順位に代えて当該試験種目名）

第３次試験

合格発表の日

から１月間

� 総合土木、林業

開示請求できる人 開 示 内 容 請求受付期間 開示方法

第１次試験不合格者 第１次試験の得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない場合は、その旨）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 郵送により開示を

請求

第２次試験受験者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の得点及び順位（ただし、第２次試験

で一定の基準に達しない試験・検査種目がある場合は、順位に代えて当該試験・検査

種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

１０ その他

心身の機能の障がいにより、受験時に配慮を必要とする場合は、受付期間内に愛媛県人事委員会事務局へ申し出てください。ただし、

内容によってはお応えできないことがあります。

台風などの自然災害等により、やむを得ず試験の日程・開始時刻を変更することがあります。また、一部の会場で変更の措置があった場合、すべて

の会場で同様の措置をとる場合があります。変更がある場合は、システム及び受験申込受付締切時に登録されたアドレス宛のメールにてお知らせしま

す。

令和２年５月１５日 発行
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